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国土交通省独立行政法人評価委員会 

第１６回自動車検査分科会 

 

 

（塩田整備課長補佐） おはようございます。定刻となりましたので、「国土交通省独立行政法

人評価委員会第１６回自動車検査分科会」を開催させていただきます。まだ川端委員がおみえに

なってませんけれども、ご出席をいただけるという連絡はいただいておりますので、始めさせて

いただきたいと思います。 

 本日は、委員の皆様方にはご多忙中のところをお集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 本日の分科会ですが、委員、臨時委員を合わせて５名全員のご出席の予定となっております。

議事を行うのに必要な定数を満たしていることをご報告いたします。私は、事務局の自動車局整

備課の塩田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次にお手元の資料を確認させていただきます。まず、資料の一番上が席次表、その下が分科会

の席次表でございます。資料ですけれども、最初に議事次第、次が委員名簿、次が財務諸表、次

が資料１６－２、その下が１６－２の２枚目でございます。そして、資料１６－３、自己評価、

その次が資料１６－４、業務実績報告書でございます。その次が参考資料１６－１、通則法でご

ざいます。その次が１６－２、独法評価委員会令でございます。その次が１６－３、評価委員会

運営規則でございます。その次が１６－４、業務実績評価に関する基本方針、その次が１６－５、

基本方針の判断基準に係る指針についてでございます。その次が１６－６、業務実績に関する評

価の結果等についての意見、これは総務省の政独委のものでございます。一番最後が１６－７、

当法人の中期目標・中期計画の概要でございます。資料は以上でございます。過不足等、ござい

ますでしょうか。 

 なお、各委員の皆様方には、後ほどにご審議いただく業務実績評価の際のご参考として、事前

にご提出いただいた評価結果及びご意見の集計結果をお手元に配布させていただいております。

足りない資料等がありましたら、事務局にお申し出ください。 

 本日の分科会は、議題１の「平成２５年度財務諸表に関する意見について」を除いては非公開

とさせていただいておりますので、傍聴の皆様におかれましては、議題２の開始前にご案内いた

しますので、ご退席をお願い申し上げます。 

 また、議事内容の取扱いについては、議事録案を事務局で作成し、委員の皆様のご了承を得ま

したのち、国交省のホームページに公表するという手順で進めたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 なお、議事開始後は、撮影・録画・録音は禁止とさせていただきます。 

 それでは、議事に入る前に、事務局を代表し、当課の江坂整備課長からご挨拶申し上げます。 
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（江坂整備課長） おはようございます。国土交通省の自動車局整備課長の江坂でございます。

委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また大変お暑い中、国交省までお越しいただきまし

て、ありがとうございます。 

 自動車の安全確保の環境の保全というのは、当自動車局の最も重要な政策課題の１つでござい

まして、その対応におきまして自動車の検査というものが大きな役割を担ってございます。 

 我が国の自動車検査制度におきまして、中立公正な検査実施機関として実車の基準適合性の審

査、検査を実施している検査法人は大変重要でございまして、適正かつ効率的な検査業務の確保

を通じまして、安全で快適な車社会の形成に貢献することが大変大きく期待されているところで

ございます。 

 本日の評価分科会では、検査法人の第３期中期計画の３年目となります２５年度の業務実績な

どについてご審議をいただく予定となっております。検査法人の一層の業務の質の向上と、そし

て、効率的な運営を図っていくために、忌憚のないご意見を賜りますよう、よろしくどうぞお願

い申し上げます。 

（塩田整備課長補佐） 続きまして、検査法人栗原理事長よりご挨拶をいただきます。 

（栗原理事長） おはようございます。検査法人理事長の栗原です。皆様におかれましては、お

忙しい中、この評価委員会にご出席いただき、ありがとうございます。 

 先ほども江坂課長から出ましたように、本日は、第３期中期計画の３年目となります平成２５

年度の業務実績の評価をご審議いただくということで、よろしくお願いします。 

 さて、平成２５年度の具体的な取組ですけれども、これは後ほど担当から説明がありますが、

私がこの１年間で法人の運営に当たって一番力を注いできたこと、この１年だけではありません

が、中心に取組んでいることはひとえに現場力の強化ということになります。 

 当法人は８００人を超える職員がおり、事務所が全国で９３か所あり、職員が検査をしていま

す。非常に重要なことが５つあるのですが、１つ目は新技術・新基準に対応できるということで

すね。２つ目は検査の高度化に対応できるということ。３つ目は街頭検査を的確に実施するとい

うこと。それから、これがすごく大事なことですけど、４つ目は不当要求に屈せずに業務をきっ

ちり遂行できるということ。５つ目が事故を防止すること。これらを進めていくことが、的確で

厳正、かつ公正な審査業務を実施するために非常に大切であると考えております。そのためには、

各検査部、事務所における職員が率先して業務を改善していくことが非常に重要であると考えて

おります。 

 これを踏まえまして、平成２５年度におきましては、燃料電池自動車の継続検査手法の確立及

び研修などを通じて検査の信頼性向上に努めるとともに、二次架装等の不正改造への対応という

社会的な要請に対応するための検査設備の高度化、街頭検査の着実な実施、不当要求に対して組

織として毅然と対応をすること、こういう取組を進めているところであります。 

 特に不当要求につきましては、その発生件数が平成１９年度では６００件を超える数がありま

したが、それをピークにして、継続的に減少してきております。特に平成２５年度は、その前年

に比べて半減しております。これに何か特効薬があるかというと、そういうものはなくて、新し
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いことということではなく、ソフト的にもハード的にも対応してきたということであり、結局、

不当要求をする人たちにも損得勘定みたいなものがありますので、これはやっぱりやってもよく

ないなというふうになってくるとだんだん不当要求が減ってくるということが、少し時間が経っ

てから来るんですね。そういうことがあって、だんだん浸透してきていると、私は解釈しており

ます。ただ、手を緩めると、また不当要求が増え危なくなるということもありますので、手を緩

めず対策をこのまま継続していきたいと考えております。 

 もう１つ、平成２４年度は人身事故が目標を大きく上回ってしまったということもありました

ので、これは大変だということで、平成２５年度は特に人身事故というものをテーマに、全所を

挙げて、事故の起こった検査部、事務所、本部が一体となって再発防止対策を検討しました。我々

の組織は、意外と横の展開に弱いところがありましたものですから、再発防止対策を全検査部に

横展開するといったことも図りまして、今進めているところであります。特に人身事故を防止す

るということは、受検者の利便性ということにもつながってきますので、今後も事故の防止とい

うのは重点的なテーマとして取り組んでいきたいと思っています。 

 少し話が変わりますけれども、独立行政法人の改革というのがありまして、昨年１２月２２日

の閣議決定において、交通安全環境研究所と検査法人の統合が決定されたところですけれども、

国交省や交通研と密に連携を取りまして、スムーズな統合に向けて進めていきたいと思っており

ます。 

 本日の審議におけるご指摘、いろいろあると思いますけれども、我々の業務運営に対して非常

にいいものは積極的に取り込んでいきたいと思いますので、忌憚のないご意見をいただければう

れしいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

（塩田整備課長補佐） ありがとうございました。 

 議事に入ります前に、大聖分科会長が本年６月に退任されているということでございまして、

新しい分科会長の選任をさせていただきたいと思います。 

 国土交通省独立行政法人評価委員会令によりますと、分科会長を委員の中から互選で選んでい

ただくということになっております。分科会長にどなたか、ご推薦ありますでしょうか。 

（福井委員） はい、友永先生にお願いしたいと存じます。 

（塩田整備課長補佐） よろしいでしょうか。 

 今、友永委員を分科会長にということで、福井委員からご推薦がありましたので、それでは、

友永委員に分科会長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（友永分科会長） 友永でございます。以後、議事進行役を務めさせていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早々でございますが、本日の審議事項に入らせていただきたいと思います。本日の

審議事項について事務局から説明をお願いいたします。 

（塩田整備課長補佐） 本日の議題については、議事次第にありますように、１番目といたしま

して、平成２５年度財務諸表に関する意見について、２番目といたしまして、平成２５年度業務

実績に関する評価について、３番目といたしまして、その他ということになっております。終了
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時間としましては、途中休憩時間を挟み、１２時半頃を予定しております。それでは、よろしく

お願いいたします。 

（友永分科会長） それでは、１番目の議題の平成２５年度財務諸表について審議を進めたいと

思います。検査法人の方から財務諸表の説明をお願いいたします。 

（田中理事） ７月に理事に就任いたしました、田中と申します。今日はよろしくお願いいたし

ます。それでは、座りまして説明させていただきます。 

 資料１６－１、２５年度の財務諸表を出していただきたいと思います。１ページめくっていた

だきますと、右側のところに貸借対照表が付けてございます。まず、貸借対照表から説明をさせ

ていただきます。この貸借対照表につきましては、数字の方は右の方向に向けて、小項目、中項

目、大項目というふうになっておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 それでは、まず、資産の部でございます。資産の部は流動資産が合計で約５４億４，２００万

円余でございます。そのうちの大部分、５２億２，２００万円余が現金預金ということでござい

ます。 

 それから、固定資産は、我々検査法人が自動車の検査業務を実施するための重要な資産でござ

います。建物、構築物、機械装置等からなってございます。有形固定資産といたしまして、建物

が正味、これは中段のところでございますけれども、約１１４億９，０００万円余となっており

ます。それから、検査用の機械装置でございますが、同じく正味で、中段でございますけれども、

１０３億７，４００万円余となっております。それから、土地が３億６，６００万円余となって

おりますが、これは八王子の実習センターの土地でして、国から現物出資を受けたものでござい

ます。それから、建設仮勘定といたしまして、岡山事務所が今移転の工事中ということで、建設

借勘定に入っておりまして、これが１億８，３００万円余となってございます。合計の有形固定

資産の正味のネットで、合計が２３２億６，９００万円余というふうになっております。 

 その後、無形固定資産では、電話加入権とか、投資その他の資産といたしまして、いわゆる本

社ビルの敷金・保証金を足しまして、固定資産の合計が２３４億１００万円余となっております。 

したがいまして、資産の合計が２８８億４，３００万円余ということになってございます。 

 次の負債の部を見ていただきたいと思います。負債の部につきましては、まず、流動負債でご

ざいます。流動負債合計が３９億５，２００万円余となっておりますが、そのうち大部分が機械

装置等の未払金で、２２億５，５００万円余となっております。それから、前受審査手数料、こ

れは検査を受けるための証紙を販売するわけでございますが、検査にまだ実際に使われていない

ものについては前受審査手数料という形で負債に計上しております。これが１２億１，９００万

円余となっております。それから、賞与引当金が４億５００万円余ありますので、合計で３９億

５，２００万円というのが流動負債でございます。 

 次の段を見ていただきますと、固定負債でございます。ここに資産見返負債と書いております

けれども、基本的には、これは運営費交付金を受けた資産につきまして、この減価償却を行った

後の現在価値を、残存簿価を表しているというものでございまして、資産見返負債につきまして

は合計５６億２，２００万円余となっておりますが、そのうち大部分の５４億３，７００万円余
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が交付金で購入した機器の残存簿価になっているということでございます。 

 それから、１つ飛ばして、資産除去債務というものがございます。これが２３億７，０００万

円余となっておりますが、これは国有財産等借りているものを最終的に載っかっている施設を最

後に除去しなきゃいけないということが義務付けられておりますので、それをあらかじめ負債と

して計上しているものでございます。 

 それから、役職員の退職給付引当金が合計で１５億３，３００万円余となっておりまして、固

定負債の合計が９５億９，４００万円余となってございます。したがいまして、流動負債、固定

負債を足しまして、負債合計が１３５億４，６００万円余となっております。 

 次に純資産の部を見てまいりたいと思います。まず、資本金でございますが、政府出資金、１

２０億３，０００万円余となっておりまして、これは法人発足以来の現物出資の分でございまし

て、変更はございません。 

 次は資本剰余金の部でございますけれども、この資本剰余金につきましては、基本的には施設

整備補助金で造りました資産についての残存簿価を表しているという形になってございます。し

たがいまして、施設整備助金で今まで投下した金額が２３７億１，８００万円となってございま

すが、減価償却の累計額が２１９億９，０００万円ということになりまして、ほかのものも引き

まして、資本剰余金の合計がネットで１１億８，２００万円という状況になっております。 

 それから、利益剰余金でございます。前中期目標期間の積立金が３億８，４００万円となって

おります。それから、現在の中期計画中の積立金が１２億２４００万円となってございます。そ

れから、後でＰＬで出てきますけれども、当期未処分利益が４億７，５００万円ということで、

利益剰余金の合計が２０億８，３００万円ということでございます。したがいまして、資本金、

資本剰余金、利益剰余金を足しました純資産の合計が１５２億９，７００万円ということでござ

いまして、先ほどの負債と純資産を合計しまして、２８８億４，３００万円ということでござい

まして、これは資産の部の合計と一致するということでございます。 

 １ページめくっていただき、損益計算書でございます。我々検査法人につきましては、検査を

実施して受検者の方から手数料をいただくという形で業務を実施しているわけでございます。 

 まず、経常費用でございますが、大きく検査業務費と中段の一般管理費とに分かれてございま

す。検査業務費はまさに全国９３か所の検査事務所で実施している業務そのものの経費でござい

まして、一般管理費は四谷の本部、八王子の検査実習センターで実施している経費を計上してい

るということでございます。 

 検査業務費につきましては、給与、賞与等の上から４つ目までの退職給付費用を足しまして、

人件費で大体４９億９，６００万円ということで、人件費が全体の５７％を占めているという状

況でございます。それから、大きい経費といたしまして、下の方になりますけれども、減価償却

費が１３億８，９００万円ということになっております。合計で検査業務費が８７億５，５００

万円ということでございます。 

 これに対しまして、一般管理費につきましても、同じように、役員・報酬・給与から退職給付

費用まで足しますと４億５，９００万円ということで、やはり同じく５０％くらいが人件費とい
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うことでございます。 

 一般管理費の合計が９億１，７００万円ということで、大体９：１というふうな割合で、現場

の方が９割で、本部と実習センターの方で１割というふうなイメージで、合計で経常費用が９６

億７，３００万円という状況でございます。これに対しまして、審査手数料、ユーザの方からい

ただく手数料の収入が８９億７，７００万円というふうになってございます。 

 それから、ちょっと飛ばしていただきますと、資産見返債務戻入とございますが、これは先ほ

どご説明いたしました、運営費交付金で整備しました施設の減価償却費相当分を戻入してくると

いうものでございまして、これが、受贈額戻入も入れまして、９億４，１００万円あるというこ

とでございます。したがいまして、その他も含めまして、経常収益合計で９９億４，９００万円

という状況になってございます。 

 したがいまして、経常利益が２億７，６００万円ということでございます。前中期目標期間の

間に、収入で整備いたしました施設の減価償却費相当部分を積立金から崩しております。これが

１億９，８００万円ございますので、当期総利益といたしましては、４億７，５００万円という

ことでございます。 

 次の３ページを見ていただきますと、キャッシュ・フローの計算書でございます。キャッシュ・

フロー計算書につきましては、いわゆる業務活動によるキャッシュ・フロー、それから、投資活

動によるキャッシュ・フロー、それから財務活動によるキャッシュ・フロー、大きく３つに分か

れて計上してございます。 

 まず、業務活動に関するキャッシュ・フローでございますが、いわゆる検査業務の支出、人件

費、一般管理費等でそれぞれ１７億８，５００万円、６１億２，５００万円、３億４，８００万

円というものがキャッシュ・アウトとして出ていっております。これに対して、今度は収入とい

たしまして、審査手数料収入が９１億３００万円ということで、これはキャッシュ・インという

ことでございまして、キャッシュ・アウトしたものとキャッシュ・インしたもの、それで足し上

げますと、合計で、利息を含めまして、キャッシュ・フローといたしまして１７億円ということ

になってございます。 

 これに対しまして、投資活動によるキャッシュ・フローで、いわゆる施設整備を行いまして、

３５億８，１００万円がキャッシュ・アウトしていきます。それから、施設整備補助金等で２１

億２，７００万円キャッシュ・インしているということを諸々足し上げまして、１４億５，４０

０万円がキャッシュ・アウトしているという状態でございます。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、パソコン等のリース債務の返済による支

出で６００万円がキャッシュ・アウトということでございまして、足し上げますと、合計で資金

の増加額が２億３，９００万円になっているということでございまして、資金の期首残高に２億

３，９００万円を足し上げまして、期末の残高が２７億２，２００万円になっているというふう

なキャッシュ・フローの状況でございます。 

 次の４ページでございます。これは利益の処分に関する書類ということでございまして、先ほ

ど損益計算書をご説明させていただきましたけれども、当期総利益といたしまして、４億７，５
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００万円になっているということでございます。利益処分につきましても、これ、全額積立金と

して整理させていただきたいということでございまして、４億７，５００万円をそのまま積立金

として整理させていただきたいと考えております。 

 ５ページでございますが、行政サービス実施コスト計算書でございます。これは、独立行政法

人の業務運営に関しまして、国民負担に換算するとどうなっているのかというものを計算したも

のでございます。 

 まず、損益計算書上の費用といたしまして、中段でございますけれども、合計で９６億７，３

００万円の費用がかかっております。これに対し、収入といたしまして９０億１００万円が入っ

ておりますので、業務費用を差し引きまして、６億７，２００万円のコストがかかっているとい

う形になります。 

 それから、いわゆる施設整備をいたしました損益外になっている減価償却費の相当額が、２５

年度分で２６億６，０００万円ということでございます。それから、退職給付引当金の計算に入

っていない職員、我々で行きますと、５６歳未満の職員の退職給付の引当金を計算した場合の増

加見積額が－１億６，４００万円ということでございます。 

 それから、国有財産につきまして無償でお借りして検査を実施しているということ、それから、

政府出資につきましても、それぞれ他の収益事業に使ったらいくらになるのかという機会費用を

計算させていただきまして、この合計が６億８，５００万円になっているということでございま

して、行政サービス実施コストの合計が３９億９，１００万円になっています。これは前年度比

で見ますと、１億９，８００万円の増加となっているということでございます。 

 ６ページから８ページにかけて注記事項が記載されております。それから、９ページから１９

ページにかけまして、先ほど私が説明させていただきました損益計算書、貸借対照表に関する附

属明細書を付けております。それから、２０ページから、すみません、ページが付いてないんで

すが、２０ページが添付書類ということで、２０、２１ページは決算報告書で、国の官庁会計ベ

ースでどうなっていますということを書いたものでございまして、いわゆる現金会計で、２１ペ

ージを見ていただきますと、現金月日でやると、収入が決算額で１２１億９，９００万円になり、

支出が１２３億７００万円になっているということでございます。 

 ２２ページ以降は事業報告書になっております。 

 ２５ページをお開きいただきたいと思います。（５）でございます。先ほど理事長から我々の

職員は８００名余と説明させていただきましたけれども、２５年度末で常勤職員が８０７名とい

うことで、前年度比６名減少させております。平均年齢は３８歳ということでございまして、国

家公務員の平均年齢が４３歳ということでございますので、これより５歳くらい若いというふう

な状況でございます。 

 また飛びまして、３１ページをお開きいただきたいと思います。５．事業の説明の（２）に財

務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明という欄がございます。この①でございます

けれども、我々、全国９３か所の検査部と事務所で７１３万５，０００件の審査を実施させてい

ただいております。このうち、いわゆるユーザの受検件数が大体３１．５％に当たる２２万５，
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０００件でございました。これに加えて、街頭検査を１２万５，０００件実施しているというこ

とでございまして、合計いたしますと７２６万件の保安基準適合性の審査を実施しているという

ことでございます。 

 ３３ページをお開きいただきたいと思います。これは監事の意見ということでございます。本

日、監事が同席しておりますので、コメントは譲らさせていただきます。 

 ３５ページ以降が会計監査人の意見で、我々新日本有限責任監査法人に会計監査のお願いをし

ているということで、３６ページの下に監査意見というものを付けております。監査意見といた

しまして、「財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基

準に準拠して、自動車検査独立行政法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び

行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。」という報告書をいただいているところでございます。 

 雑駁でございますけれども、説明は以上でございます。 

（友永分科会長） ありがとうございました。 

 本日は検査法人の監事にご出席いただいておりますが、検査法人の財務諸表の説明について、

何かございましたらお願いいたします。 

（小西監事） この７月に任命をいただいておりますので、先ほど説明のありました、３４ペー

ジの監事意見書は、６月中に出す必要があるということで、前任の本澤の名前で出させていただ

いております。もう一人の神保監事の方は、主に財務関係を中心に見ておりまして、本日説明が

ありました財務諸表等につきましては監事意見書、方法の概要、監査の結果ということで記載し

ておりまして、適正に表示されているものと認められておるところでございます。以上でござい

ます。 

（友永分科会長） ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の財務諸表についての説明に関しまして、ご質問があればお願いいたします。 

（福井委員） ５ページに行政サービス実施コスト計算書がせっかく付いているので、今までこ

ういう質問をしたことはないんですけれども。国交省の独立行政法人がたくさんある中で、実施

コストの水準ですね、いろんなタイプの独法があると思うんですけれども、例えば規模当たりと

か、従業員一人当たりとか、何らかの基準で並べたときにどれくらいになるんですかね。すごく

コストがかかっているタイプの独立行政法人になるのか、わりと簡素なのか、相対的な地位が知

りたいんですけど。 

（田中理事） 他の独法の行政サービス実施コストを単純に横並びで評価はしていません。例え

ば先ほど申し上げましたけれども、この機会費用で、国有財産の無償使用とか、政府出資の機会

費用という欄がございますけれども、これは基本的にもともと特別会計、要するにユーザがお金

を払った特別会計から出資とかそういうものを受けているということになってございまして、実

態を見ると、たまたま法人が国から独法に分かれたからこういう形で計算をさせていただいてお

りますけれども、実際のユーザの負担という観点からすると、実質的に機会費用としてこれだけ

お金がかかっているということを計算上は我々はただで借りているからということになります
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けれども、例えばそういうふうなものというのは、実際のユーザの負担でもともと作ったもので

ございますので、ネットで見たときに実際はじくのかどうかというのもいろいろあるので、そう

いうような個別の要因を全部はじいていったときに、実際にちゃんと横並びで見たときに、他の

独法がいくらですというのと、うちがいくらですというのを単純に比較するのはどうなのかなと

いう気は少しいたします。 

（福井委員） 私もそうだろうとは思いますけれども、せっかくこういうふうに行政サービス実

施コストの計算書を出しているという意味があるわけですから、単純に比較できないからといっ

て比較しないというのはどうなのかなと思うんですよね。何のためにこれを出しているかという

ことを考えたときに、何かの判断に役立てようというために出しているわけですから、そうする

とやっぱり、これについての評価なり、自分たちの思いなりがここから出てきてもいいと思うん

ですよね。 

（田中理事） ご指摘は承りました。今、私の方で全独法の横並びの数字を持ち合わせておりま

せんので。もっと厳密に申し上げますと、２５年度で比較しようとすると、他の独法の決算報告

を全部もらわなければならないということになりまして。 

（福井委員） 比較するということはそういうことだと思います。 

（田中理事） まだ、我々も説明して、承認を得ていない状態ですので、最新のものをみんなま

とめてもらってくるということは・・・。例えば昨年のものと比較して、我々が数字を持ってく

るとすれば、それはホームページからとか入手することができるものですけれども、そういう問

題もあるので、どういう形でこういう場に持ってこられるか考えますけれども、しっかりと勉強

させていただきたいと思います。すみません。 

（福井委員） その視点を持ってくださいということです。 

（田中理事） 了解いたしました。 

（友永分科会長） 特に、当局の方からはコメントはありませんか、今の話に。 

（江坂整備課長） 今、福井委員からいただいた視点は大事な視点だと思います。今日は、評価

官室の方から担当の方がいらっしゃってますので、また情報をいただきまして、比較評価させて

いただきたいと思います。その結果につきましては、今日は他の独法の数字がないようですので、

改めて事後的にご説明申し上げるという形にさせていただければと思うんですが。 

（友永分科会長） 今おっしゃったようなことは国交省としてまとめた上で、各独法が自分の立

場から再度それを確認するというのがよろしいかと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ほかにご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 内容についてのご意見はないということで、意見はなしということでよろしいでしょうか。分

科会として特段の意見はなしという形で処理をしてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

（友永分科会長） それでは、ご同意をいただきましたので、そのようにさせていただきます。 

（塩田整備課長補佐） 冒頭申し上げましたとおり、この後に行われます平成２５年度業務実績



10 

 

に関する評価につきましては非公開とさせていただいておりますので、傍聴の皆様方におかれま

しては大変恐縮でございますが、ご退席をお願いいたします。 

（傍聴者退室） 

（塩田整備課長補佐） それでは、よろしくお願いいたします。 

（友永分科会長） それでは、２番目の議題であります「平成２５年度業務実績に関する評価に

ついて」に入っていくことといたします。事務局から評価の進め方について説明をお願いいたし

ます。 

（塩田整備課長補佐） 業務実績の評価につきましては、今回は委員の皆様に事前に評価をいた

だいておりますので、検査法人の自己評価と委員の皆様の事前評価をベースにご審議いただきた

いと考えております。また、業務マネジメント等に関する意見募集、パブリックコメントでござ

いますが、７月２日から１５日まで行いましたが、意見は提出されておりません。 

 なお、評価方法につきましては、各委員におかれまして十分ご承知おきかと存じますが、今一

度ご説明させていただきます。評価方針につきましては、ＣからＳＳまでの５段階方式で、全体

評価についても個別評価の評価等を踏まえＣからＳＳまでの５段階で、総合的な評定を行うこと

となっております。 

 なお、個別項目評価におけるＣからＳＳまでの評価基準は、参考資料１６－５の２ページにあ

りますように、中期目標・年度計画に従って順調に業務を実施し、着実に実績を上げている場合

にはＡの評価として、それを超えて、目覚ましく業務を実施している場合に、優れた実績を上げ

ている場合として、Ｓの評価をすることとなります。したがいまして、Ｓの評価に当たって単に

目標を達成しているのみならず、それ以上に積極的に評価すべき付加的な実績・内容が必要とな

ります。 

 さらに、中期目標・年度計画において想定していた範囲を、量的かつ質的にはるかに超えて、

事前には実現することが極めて困難と考えられた実績を上げており、事後的に見ても当該実績を

上げることが異例と考えられる場合には、特筆すべき優れた実績を上げている場合として、例外

的にＳＳとしての評価をすることを妨げないものとされています。 

 なお、独立行政法人に係る閣議決定、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会の年度評価

意見・関心事項などの政府方針に対する検査法人の取組状況について、業務実績評価調書の別紙

といたしまして、当分科会から国土交通省独法評価委員会に提出する予定となっております。 

 本日の審議の進め方ですが、はじめに検査法人より平成２５年度の自己評価並びに平成２６年

度の独立行政法人に係る政府方針に対する取組状況について説明していただきまして、その後、

委員の皆様方に評価のご審議をしていただきたいと考えております。評価の審議の際には検査法

人にご退出いただくこととしております。 

 審議の進め方をまとめますと、平成２５年度評価につきまして、１番目として、検査法人から

自己評価の説明をいただきます。時間も短いことからＳ評価、Ｂ評価を中心にご説明をお願いい

たします。ただし、後の質疑の時間においてはご質問やご意見等はすべての項目からいただきま

す。２番目といたしまして、評価の審議でございます。この場合、検査法人には退出していただ
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いている後でございますけれども、各委員における事前評価不一致の項目を中心に、各委員一致

の事前評価が検査法人の自己評価と異なる場合、Ｓ評価の部分を議論していただきたいと思いま

す。３番目といたしまして評価の取りまとめ、４番目といたしまして評価結果の報告、ここでは

検査法人に入室していただきたいと思います。このような流れで進めさせていただ来たいと考え

ております。 

（友永分科会長） ありがとうございました。 

 議題２の評価について、事務局からの説明のとおりで進めさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 よろしければ、検査法人から自己評価の説明をしていただきたいと思います。 

（小田理事） 理事の小田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私の方からまず資料１６－２に従いまして、２５年度の業務実績の概要について説明した後、

１６－３で自己評価について企画部長の西本の方からご説明を申し上げます。座ってご説明させ

ていただきます。 

 では、資料１６－２、Ａ３の２枚組の資料ですが、お開きください。まず、一番上の箱、審査

件数（概要）というところでございます。先ほど田中の方からも簡単に触れさせていただきまし

たけれども、２５年度の審査件数は合計で７２６万件。対前年度比で－１．８％ということにな

りました。ただ、その内訳でございますが、下の参考のところでございますが、新規検査は１０

３万件余りで、対前年で６．３％の増加。継続検査は５３１万件で－２．９％ということになっ

ております。 

 この新規検査というのは、通常の継続検査、これは外観であるとか、ブレーキ、こういったも

のを検査するわけでございますけれども、それに加えまして、重量測定、寸法の測定、積載量計

算など、非常に手間のかかる検査でございます。こういった手間のかかる新規検査が増えた、あ

るいは基準が非常に複雑化・高度化して、判定そのものに時間がかかる、あるいは不正な二次架

装への対応、こういったことを勘案しますと、件数としては－１．８％でございますが、私ども

としましては、業務量自体はそのマイナスほどは減っていないというふうに受け止めております。 

 続きまして、今年度の年度計画のそれぞれの項目に対する実施状況について、ご説明申し上げ

ます。 

 まず、最初の柱の「（１）的確で厳正かつ公正な審査業務の実施の徹底」の「①検査における

信頼性の維持・向上」でございます。これについては、私どもは２５年度から新たな取組として、

先ほど理事長からも現場力の強化を一番重要視しているところでございますが、それを実現する

手法として、検査部自らが発意して、検査部を中心にしてテーマを選んで課題に取り組む、そう

いった取組を実施しております。これによって審査の的確な実施、あるいは質の向上が実現でき

ると、そういうふうに私どもとしては考えております。 

 これにつきましては、２５年度が終わりまして、当初の想定を超えて非常に高い成果を得られ

たと我々としては感じております。具体的に申し上げますと、審査を行うに当たって、審査事務

規程というものがございますけれども、これは非常に複雑です。法律に基づくものなので致し方
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ないといえば致し方ないんですけれども、正確を期すという反面、非常に複雑で分かりにくい。

これを、図解などを用いて非常に分かりやすくした、これは検査部が作ったわけですけれども、

非常に出来栄えがよかったものですから、これを審査事務規程に取り入れることにしました。 

 この審査事務規程は、私ども検査法人だけが使うわけではなくて、軽自動車検査協会でありま

すとか、あるいは指定整備工場など、そういった日本全国の自動車の基準適応性を審査するとこ

ろで使うものでございます。そういったところで、非常に分かりやすいものを使ってより的確に

合理的に審査されるようになったということで、非常にこれは成果が上がったのではないか、そ

ういうふうに感じているところでございます。 

 次に、「②新基準等に対応した審査方法等の整備等」についてでございます。これにつきまし

ては、自動車は日進月歩で、新基準が次から次へと出てきまして、基準ができれば、それだけ検

査の項目も増えて、検査が複雑になる、そういう構造になっているわけでございまして。そのた

めに、検査の基本となる審査事務規程を本年度だけでも１７項目の改正をいたしました。 

 さらに、皆様ご承知かと思いますけれども、燃料電池自動車が今年度末には市販されると聞い

ております。２０１５年度以降市販されるというふうに聞いておりますけれども、それにつきま

しても、当然、安全性についてきちんとした確認がなされなければならないと。検査において燃

料電池自動車の普及が妨げられるようなことがあっては決してならない、そのように考えており

ますので、この燃料電池自動車の審査方法について、これは世界で日本が初めてでございますけ

れども、策定をいたしました。 

 具体的には下の図、左の方をご覧ください。燃料電池自動車は圧縮水素ガスを高圧ボンベに入

れて、空気中の酸素と反応させて電気を発生させて走る、そういう構造のものですけれども、こ

の水素は非常に引火性が高く危険なものでございます。水素が漏れていないかどうか、これをき

ちんと継続検査で確認する。そういった検査方法を確立したということで、将来、この燃料電池

自動車がもし世界中に広まるとすれば、今回私どもが作った審査方法が世界的にも広まっていく

のではないかと、そういうふうに考えております。 

 ３番目の「不当要求防止対策の充実」でございます。これにつきましては、新しい対策という

のはございません。これまでの対策を地道に継続的に実施する、これが唯一の解決方法でござい

ます。これを受検者に徹底的に浸透させる、これ以外にはないということでございますけれども、

実はこれは非常に難しいことでございます。職員８００人余りおりますけれども、ただ一人でも、

こういった不当要求に屈して妥協してしまうと、そこからすべて崩壊してしまう。不当要求対策

というものはそういうものでございます。これについて、私どもとしては、この１年間、８００

人誰一人妥協することなく毅然とした対応を続けていった、その結果、この下の真ん中のグラフ

でございますけれども、昨年度に比べると、半分近く減らすことができたということで、これに

ついても地味ではありますけれども、非常に多大な成果が上がったというふうに考えております。 

 それから、「④人材確保」でございますが、これにつきましては国との人事交流を行うともに、

採用試験を実施しまして、平成２５年度は３８人の職員を採用しております。 

 それから、「⑤職員能力の向上」につきましては、職員はいろいろおりますので、職員の検査
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能力の習熟度に応じて研修のコースを設けております。１６種類２６コースのコースを持ってお

りまして、それを着実に実施する。それから、近年の電気自動車といった新しい自動車に対する

研修、あるいは最近の改造自動車は非常に多様化・複雑化しており審査が難しくなってきており

ますが、これについての研修を実施しております。それから、先ほども申し上げましたとおり、

燃料電池自動車の検査方法を確立しましたので、それに対する研修を実施して、市販に備えて万

全の体制を取っておるというところでございます。 

 「⑥職員の意欲向上」でございます。職員のモチベーションアップは非常に重要でございます。

これについては、私どもとしては表彰制度を設けて、職員の意欲向上を図っているところでござ

います。 

 具体的には、ここにありますとおり、代替検査場の運用記録。これは専門的で分かりにくいん

ですが、沖縄の宮古島には１コースしかございませんで、当然機械が古くなってくると、新しく

しなければならない。その間、そこでは検査ができなくなるわけですけれども、検査を止めると

いうわけにはいかないので、民間の施設を借りて実施いたしました。ただ、単純に民間の施設を

借りるといっても、いろいろと難しい問題がありまして、それについて、本職員は１名しかいま

せんけれども、その経緯、いろんな問題をどうやって解決したか、それについて詳細な記録を残

してくれました。 

 当法人には１コース事務所は全国で６か所ありますけれども、これが、今後、こういった老朽

更新でコース閉鎖をしなければならないときに非常に役に立つだろうということで、表彰いたし

ております。その他、無事故を続けた事務所、あるいは街頭検査、審査規程の改正についての優

れた取組を行った検査部について表彰を行っております。 

 また、業務改善に向けた取組の奨励・支援ということで、これは器具が中心ですけれども、検

査器具の改善を行ったものについて表彰をしています。 

 それから、「⑦内部統制の充実」でございます。やはりトップ自ら全国の事務所を回りまして、

現場職員に対して私どもの社会的使命を周知徹底する、あるいはどういう問題があるか、リスク

を把握する、非常に重要な問題だと考えております。これについて理事長自ら全国の事務所２２

か所を巡視しております。また、それとは別に、本部等による調査・指導ということで、６０か

所の事務所で行っております。 

 また、ＷＥＢ会議で、本部及び事務所間、あるいは検査部及び事務所間のコミュニケーション

を密にするための会議も実施しているところでございます。 

 次の柱であります（２）高度化の関係でございます。①の「高度化施設の活用」でございます

が、右下の図をご覧ください。高度化施設の概要が絵で示されております。高度化施設というの

は、ＩＴを使って、質の高い検査を効率的に実施しようというものでございます。これについて

着実に施設を整備して、活用を図っております。 

 画像表示端末、これは新規検査時に車を３次元的に写真を撮りまして、それが継続検査に来た

ときに不正な改造をしていないかどうかというものをチェックするものでございます。２５年度

は２１３件の不正を発見したということで、確実に成果が上がっているということでございます。 
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 次に検査情報の有効活用ということでございまして、リコールをはじめとした国交省の各施策

に活用していただくということで、不具合情報の抽出や検査の重点化のための分析手法等につい

て検討し、国交省に連絡をして、検討をお願いしているということでございます。 

 受検者への審査結果の情報提供ということで、平成２５年度からは不合格であった車両につい

て、その測定値を受検者に周知をして、点検整備の励行を促しているということでございます。 

 次に、②の「審査方法の改善」でございます。 

 まず、電気自動車や先ほどの燃料電池自動車でございますけれども、これについて職員研修を

きちんと実施しているということでございます。 

 それから、大型貨物自動車の関係では大型マルチテスタというものを開発しました。どういう

ものかと申しますと、大型自動車というのはスピードリミッターという装置が付いております。

時速９０ｋｍを超えると自動的にブレーキがかかるというものですが、これを改造して時速９０

ｋｍを超える速度で走行する人もいるわけでありまして、そうなっていないかどうかというのを

確認する。 

 それから、大型自動車の場合、今まで検査をするのに移動回数が多くて、多い場合には４回テ

スタ上を移動しなければいけないわけですけれども、これを１回で済むようにしたということで、

非常に合理的に検査できるようになりました。これを開発して、今年度以降、全国に展開してい

きたいと考えております。 

 排ガス対策としては、車載式故障診断装置の活用方法について検討しております。 

 改造につきましては、先ほども申し上げましたように、改造車が昨今非常に多様化・複雑化し

ておりますので、まずそのための手引を作成しまして、研修をきちんとやっております。さらに、

間違いがないようにダブルチェック体制ということで、複数の職員で確認をするという仕組みを

入れておるところでございます。 

 その他としましては、ＣＩＴＡ（国際自動車検査委員会）の総会、あるいは地域会議であるア

ジア会議などにも出席して、各国の検査機関と情報交換をしておるというところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、２枚目でございます。（３）の「受検者の安全性・利便性の関

係」でございます。 

 まず、①の事故防止対策でございます。下の左のグラフをご覧ください。人身事故の件数の推

移ということで、平成２４年は２１件ということで非常に増えてしまいました。これは大変だと

いうことで、２４年１０月に「人身事故非常事態宣言」というものをまとめまして、各種ソフト、

ハード面の対策を策定しまして、現場に徹底して事故防止対策を行いました。その結果、平成２

５年は１３件まで減らすことができました。人身事故は８件、全体でも３１件減少したというこ

とで、２４年の非常事態宣言に基づく対策が非常に功を奏したと理解しております。 

 この事故件数につきましては、中期目標値は平均で１５件でございますが、現時点ではまだ少

し超えております。２３～２５年度の平均が１７件ということでございますけれども、２４年の

対策を２６、２７年度と続けていけば、恐らく期末には目標は達成できるだろうというふうに私

どもとしては考えております。 
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 ②の利用しやすい施設につきましては、老朽更新を行った施設についてはすべて音声誘導装置

を装備しております。これによって素人のユーザ車検の方でしても、操作に間違いなく円滑に検

査が受けられるようになりました。コースの閉鎖というのは、主として受検者の車の操作ミスで

起きることが非常に多いわけでございますけれども、それによる機器損傷等が減った効果で、コ

ース閉鎖時間を非常に大幅に減らすことができました。 

 右下のグラフをご覧ください。縦軸は時間ですけれども、青の棒グラフでございますが、順調

に減っておりまして、平成２５年は１，７００時間余りでございました。これを１コース当たり

に換算しますと、年間６時間ということで、稼働率は９９．６％ということで、非常に高いレベ

ルを達成できたと思っております。 

 「（４）自動車社会の秩序維持」についてでございます。 

 まず、①の街頭検査の関係でございますが、これにつきましては、２５年度は約１２万５，０

００台の街頭検査を実施しました。中期目標は１１万台でございますので、件数だけ見ても１３．

６％上回ることができました。 

 また、街頭検査は件数だけ処理すればよいというものではなくて、やはり不正改造車を見つけ

なければ意味がないものでございますけれども、ただ漫然と検査をしていてもなかなか見つかり

ません。そういった不正改造車が集まりそうなときに出動して検査をするということが大事でご

ざいます。そのために、私どもとしましては、「東京オートサロン」、これは改造車のショーでご

ざいますけれども、そのときに合わせて、深夜の街頭検査を行いました。時期は１月で、非常に

厳冬期でございますけれども、深夜に職員を出動させまして、街頭検査を行いました。こういう

ときに改造車を所有する方が集まるということで、そのときに合わせて検査を実施したというこ

とで、合計で１０３件の不正改造車を摘発し、非常に効果が上がったと考えております。 

 また、不正改造車撲滅のための啓発活動ということで、この「東京オートサロン」をはじめと

してカスタムカーショーというのが全国４か所で開催されていますけれども、そこに検査官を派

遣しまして注意喚起、あるいはカー用品店などに出向き、そのまま取り付けると基準不適合にな

ってしまう、そういった部品につきまして注意喚起などを行っております。 

 また、盗難車関係では、車台番号の改ざん事例を全国の事務所に横展開しまして、同一性確認

のときに車台番号をきちんと見るということで、下の図を見ていただくと分かりますけれども、

実際の打刻字体と正規の打刻字体が違うと、盗んできた車のそこのところをグラインダーか何か

でこすり取って、新たに自分で打刻するわけですけれども、そういったものを発見して、盗難車

であろうということで、国交省に通報するということでございます。２５年度は１２３件の改ざ

ん例を発見しております。 

 右側に移っていただきまして、「（５）国交省、関係機関との連携強化」でございます。 

 先ほど申しましたとおり、まず最初にリコールの関係でございます。リコール、不具合の発見

と一口に申しましても、これもなかなか難しいものでございます。やはり検査職員が問題意識を

持って検査をしないと、なかなか発見が難しいものでございます。２５年度は６件の不具合情報

を国交省に通報しまして、そのうち４件がリコールになりました。合計で８５７台の車をリコー
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ルしまして、事故を未然に防止することができたと思っております。 

 それから、②の実施体制については、先ほども理事長の挨拶にありましたけれども、昨年末の

閣議決定で交通研と検査法人が統合することになりましたので、現在、国交省、交通研と新組織

のあり方について検討を始めているところでございます。 

 ③の点検・整備促進の関係については、先ほども申し上げましたが、検査結果を受検者の方に

お渡しして、車というのは点検・整備をしないとこういうふうに悪くなるんだと、具体的な例を

示して啓発をする。それによって点検・整備をきちんとしていただいて、事故の防止、排出ガス

の発散というのを未然に防止しているということでございます。 

 それから、国交省の方で指定整備工場の検査員研修というのを行っておりますけれども、その

研修に対して当法人からも講師を派遣して、主に審査事務規程の内容ですけれども、それについ

て講習をしております。これは延べ人数にして１，１３９人余りということでございます。 

 次に「業務運営の効率化」の関係でございます。まず、「（１）組織運営」では、要員配置の見

直しということで、先ほども申し上げましたところですが、全体の検査件数は若干マイナスでご

ざいましたけれども、作業量の方が新規検査では増えて、あるいは不正二次架装、基準の複雑化

など、そういったことを勘案しますと、実質的な業務量は増加しているというふうに考えており

ます。 

 その中で、配置を適正に見直す、検査コース数の削減、研修の充実、高度化施設の活用、そう

いったことを駆使しまして、少ない人数でやりくりしながら、検査を的確に実施していくという

ことでございます。常勤職員につきましては、平成２３年度末に９名を削減して、その体制で実

施しているということでございます。 

 「（２）の業務運営」でございます。 

 まず、随意契約の見直しということですが、これは、平成２１年の閣議決定に基づいて設けら

れた契約監視委員会で随時点検見直しを行っております。真にやむを得ないもの、例えば光熱費

でありますとか、郵便料金、これらはどうしようもないということで、それ以外のものについて

はすべて一般競争入札に移行しました。平成２５年は前年度に比べますと２５％増加しておりま

す。また、応札者を増加させるためにも公告期間を延長するとか業界新聞等によって周知を行っ

ておるところでございます。 

 その他の欄でございますけれども、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」と

いう法律がございまして、これに基づき、当法人としては検査機器の保守管理業務について、民

間競争入札を実施しております。２５年度は中部検査部と北陸信越検査部管内で導入いたしまし

て、本部の事務負担が軽減できたと思っております。 

 それから、最後のその他でございます。 

 施設及び設備の関係では、岡山で現在工事をしておりまして、来年５月には新築移転して開業

する予定でおります。その他、耐震改修や審査上屋床面改修などを行っております。また、更新

時期を迎えた、所有の機器につきまして、更新を行っております。 

 最後に、人事の関係につきましては給与でございますけれども、これについてはラスパイレス
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指数９７．７ということで、国家公務員の給与水準を見ても、十分なレベルに達しているという

ふうな状況でございます。 

 以上、簡単でございますが、概要の説明とさせていただきます。 

（西本企画部長） それでは、企画部の西本がただ今ご説明いたしました概要の中でも、特に自

己評価でＳ評価及びＢ評価とさせていただいた部分について、資料１６－３に基づいて補足説明

をさせていただきたいと思います。 

 Ｓ評価といたしました項目は全部で５つございまして、資料１６－３の１ページをまずはご覧

いただけますでしょうか。この中の１の（１）の「①検査における信頼性の維持・向上」の項目、

こちらをＳ評価としております。この理由は、右の太字の部分にございますけれども、「的確で

厳正かつ公正な審査業務の実施に向け」ということで、「審査事務規程棟の見直し」、「研修・教

育の充実」、「検査の高度化」に資するようなテーマということで、各検査部が個別に課題を定め

て、取組を実施したものでございます。 

 先ほど席上配布をさせていただきました資料２枚のうちの１枚、「本部及び各検査部における

実施体制について」という紙をご覧いただけますでしょうか。こちらがテーマを整理したもので

ございます。 

 例えば先ほども出てきましたけれども、具体的には一番左の欄に東北とございます。東北検査

部のテーマ、「分かりやすい審査事務規程の作成」ということで、これは複雑な基準でございま

すが、絵を用いるなどして理解しやすくした資料を作成するということを、当初もくろんだわけ

でございますが、これが非常に分かりやすいものができてございまして、当初の計画の想定には

なかったんですが、本部の方で、これは審査事務規程本体に取り入れることで、今、作業を進め

ております。 

 また、その下の近畿検査部の「同一性・外観検査における審査方法の統一」。これは、検査の

コースの中でも特に検査官が見る外観検査というのがございますが、この中で見る項目の順序が

人によってまちまちで、効率が悪い部分があったということで、検査部管内でこれをそろえて、

効率を向上させるという資料を作ろうということがこの検査部の目標であったわけですが、こち

らも非常に出来がよいということで、この資料を全国研修、私ども本部の方で全国研修を実施し

ておりますけれども、こちらの資料としても使おうという方向で今準備を進めております。 

 このように、日常の検査業務に加えて、各検査部で幅広いテーマで独自の目標設定をし、取り

組む、それだけではなくて、当初、想定した以上の成果が出たというふうに私ども理解をしてお

りまして、このＳという評価をさせていただいたということでございます。 

 ２点目の項目、資料１６－３の２ページになります。②の「新基準等に対応した審査方法等の

整備等」でございます。こちらは、保安基準の改正に合わせて審査事務規程を見直し、必要な体

制を整備するということなんですが、２５年度、右の欄をご覧いただきますと、審査事務規程の

改正を１７項目行って、かつ職員研修の充実ということの中で、先ほど出ましたけれども、特に

燃料電池自動車ですね。これも、すみません、また席上配布の資料がございますので、もう１枚

の方をご覧いただけますでしょうか。「燃料電池自動車等の継続検査時の審査手法について」と
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いう１枚紙でございます。 

 燃料電池自動車は、先ほどもありましたように、下の図にありますが、電気自動車の一種でご

ざいますけれども、通常、バッテリを積むところにバッテリの代わりに燃料電池という、これは

水素と酸素を、通常、電気分解の逆の反応と言ってますけれども、これで電気を発生させて、そ

の電気をこのモーターに供給する。そこから先は電気自動車と、そういう車でございます。した

がって、車の中に圧縮水素ガスのタンク、配管を持っています。 

 したがって、この圧縮水素ガスの部分が漏れない構造であるというのが安全上のポイントにな

ってくるわけでして、その部分について、これは新車の基準でも当然あるわけですけれども、継

続検査においても経年劣化、変化等をチェックするということで、この審査方法について、世界

に先駆け策定したということでございます。 

 経緯は、上に文字で書いてございますけれども、先ほどもありましたように、燃料電池自動車

の市販・量産化というのがいよいよ目前に来ております。先日、トヨタさんだったかと思います

が、年内に市販するといったアナウンスがございました。ホンダさんも同じようなお話があって。

そういう意味で、こちらが継続検査体制が十分にできていないということになりますと、逆に普

及を阻害するということになりかねないという意味では急務でございます。 

 そのために、経緯の２つ目にありますけれども、私どもがこの基準を策定するに当たりまして、

国土交通省、交通研さんのように、当初、新車の基準の策定をされた、そこに携わられた方々と

何度も議論を交わしまして、その新車基準の心、狙いというものを十分に理解して、さらにその

目的が今度は継続検査で、特に劣化等変化する部分について、きちんとチェックできるものとな

るように、策定を進めてきたものでございます。 

 その結果といたしまして、この下の図にございますけれども、ガス漏れの検知ですとか、水素

タンクの容器再検査の実施の確認ですとか、あるいは車で作動確認ランプを持っている場合、そ

のランプがきちんと作動するかどうか、そういった項目を検査で確認をするということに整理を

させていただいたということでございます。 

 これもＳ評価とさせていただきましたのは、これら、世界に先駆けての審査方法を確立したこ

とを中心といたしまして、その他、この資料上ではタブレットＰＣの機能追加ですとか、指定整

備工場の自動車検査員研修の講師派遣なども増やして頑張っておりますけれども、そういったこ

とへ積極的に取り組めたということをＳ評価の根拠とさせていただいております。 

 ３点目でございます。３点目は、１枚めくった３ページでございますけれども、不当要求防止

対策の充実でございます。これまでも説明をさせていただきましたが、本部、検査部役職員によ

る調査指導や事務所等での自己点検、不当要求防止責任者の責任、それから、不当要求防止対策

に対する研修強化など、こういったことを常に続けて、毅然とした対応を全職員が取れるように

徹底をしてまいったわけであります。 

 さらに、悪質な不当要求者に対しては警察との連携強化も、これは手に負えないなとなると、

警察に通報して来ていただく、そのためには警察署あるいは県警さんとの連携を常日頃から取っ

ているわけですけれども、そういったことを続けてきた、ハード面でも防犯カメラ、ＩＣレコー
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ダー等、きちんと整備をしているわけでありますが、こういったことを続けてきたということで

ございます。 

 これを今回Ｓ評価とさせていただきましたのは、特にこの不当要求件数なんですが、これまで

の対策の浸透ができまして、順調に検証してきた中で、特に２５年度は８７件、半減という大き

な成果を得ております。これは、やはり先ほどから申し上げておりますけれども、何度も繰り返

し、きちんと毅然とした対応を続けてきたことが受検者に対して浸透してきた結果ではないかと

いうふうに考えております。 

 例えば、不当要求の分析を私どもしておるんですが、その中でどういった方が不当要求をして

くるのかというと、受検者の方というのはユーザさん自身でいらっしゃる方もいらっしゃいます

し、それを預けて、代行屋さんとよく呼びますけれども、誰かが受検を代わって実施をするパタ

ーンもあります。それから、整備工場に出してきちんと整備をして、その整備工場さんが受検に

来る。これが本来の姿でありますけれども、そういういろんな方がこの検査にはいらっしゃり、

分析をいたしますと、整備工場さんからの不当要求というのがかつては結構ありました。例えば

過去の１４年から２５年の累積の統計で行きますと２３％を占めていましたが、２５年度単独で

見ますと、９．２％に減少しております。 

 恐らく頻繁に来られているであろう整備工場さんの割合がどんと減っているということは、申

し上げたような、こういった対策を続けてきたということが少しずつ浸透してきているというこ

となのかなと考えております。そういった中で、引き続きこれを続けていくことで、特に頻繁に

来られる方には無理は通らないんだということを理解していただくことが重要だということで、

ここはＳというふうに自己評価をさせていただいたところでございます。 

 それから、４点目でございますが、１２ページをお開きいただけますでしょうか。「利用しや

すい施設と業務運営」の中の「施設・設備の適切な老朽更新等」ということでございまして、検

査機器の故障や事故によるコース閉鎖時間を削減するという目標を立てている部分でございま

す。こちらも右の欄の太字にありますとおり、定期点検の確実な実施、これは当たり前ですが、

それに加えて、故障への迅速な対応というのを機器メーカーを呼んで何度も要請をいたしました。 

 それから、検査機器の点検。これまでは職員による始業前点検、これは常にやっていますが、

それと機器メーカーさんによる６か月点検を実施してきているんですが、それに加えて月次点検

ということで、職員による新たな点検を追加したということで、故障を早期に発見することにも

努めてきたということでございます。 

 また、これに加えて、事故防止対策の充実によって事故件数が減少したことも相まって、検査

コース閉鎖時間は前年度に比較しても約４割減、目標の原点である２２年度と比較いたしますと、

５７％減という大幅な減少となっておりまして、今までの効果が出た部分かと思いまして、Ｓ評

価とさせていただきました。 

 最後の５点目でございます。１４ページになりますけれども、こちら、不正改造車対策の強化、

街頭検査の強化というところでございます。 

 ２５年度は、国土交通省及び各都道府県警さんの協力を得まして、目標台数１１万台のところ、
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１３．６％上回る１２万５，０００台の車両で街頭検査の実施をいたしました。 

 また、質的にも暴走族を対象とする深夜街頭検査、カスタムカーショウの会場周辺での検査、

初日の出暴走、それから「旧車会」というかつて暴走族に入っていろいろ走っていた方が最近お

歳を取られて、また乗ってみようという会がどうも最近あるようなんですが、そういった「旧車

会」メンバーの中にもやはり不正改造車というのが目立っております。それを対象とした街頭検

査を実施するという場合もございます。こういった場所、状況によって効果の高い街頭検査を２

５年度も積極的に実施をしてございます。 

 特に、先ほども出ました「東京オートサロン」、これは千葉の幕張メッセで開催される改造パ

ーツの見本市のようなものでございますので、改造車が全国から集まります。中には違法改造の

車を自慢する方々もいらっしゃって。そこを狙って街頭検査の実施をしております。２５年度は

この中で１５９台の検査をしまして、１０３件の整備命令書を交付するという成果を上げたとこ

ろでございます。 

 こういったように、各検査部事務所、ぎりぎりの体制の中で、この街頭検査、正直申しまして

厳しい条件での検査でありますけれども、目標台数を上回る水準、それからアピール性の高い検

査を実施すること、こういう高い水準での実施を維持し続けているということは評価に値するの

ではないかと考えまして、Ｓ評価とさせていただいております。 

 以上がＳ評価ですが、一方でＢ評価とさせていただいた項目、戻りまして１０ページでござい

ます。１０ページの最下段に１行だけ書かれております「受検者等の安全性・利便性の向上」の

次のページ、「受検者等の事故防止対策の実施」というところでございます。 

 こちらは、先ほどもありましたけど、平成２４年度が７月時点で人身事故が１０件と非常に多

かったことから、人身事故非常事態宣言というものを発令し、かつ１０月に発令のまとめという

ものを出しまして、重点活動、取組領域というのを設けて、ソフト・ハード面から事故防止対策

の実施をしてまいりました。さらには、それを徹底するという意味で、理事長の巡視、あるいは

検査部管内でも所長会議などを開催しておりますが、そういったところ、あるいはＷＥＢ会議な

ど、あらゆる機会で注意喚起を促しておりました。 

 その結果として、２５年度は人身事故件数が、前年度２１件であったのに対し８件減の１３件。

物損を含めた総事故件数は１４３件に対して３１件の減となり、１１２件ということで、着実に

減少をする結果となったところでございます。 

 ただ、残念なことに、人身事故件数は、もともと中期目標では２２年度に比べて１０％削減と

いう全体の目標を立てているという関係上、これは当初であれば、各年度１５件以下というとこ

ろでございますが、当初、少しオーバーをしたということもあって、２５年度の目標は１２件以

下とさせていただいておりました。残念ながら１件オーバーということで、その目標には達成で

きなかったということで、ここはＢ評価とさせていただいているところでございます。 

 以上がＳとＢの評価でございまして、この資料では最後に総合的な評定を書いてございます。

２３ページをご覧いただけますでしょうか。ここは総合的な自己評価のページでございまして、

一番上のＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの件数としては、今申し上げましたように、Ｓとしては５、Ａとしては
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２９、Ｂとしては１という形でございます。それから、下の欄、総合評価の部分につきましては、

法人の業務の実績ということで、これはご説明したような実績を書かせていただいておりますほ

かに、中段になりますが、課題・改善点、業務運営に対する意見等というところでは、課題とい

たしまして、基準改正及び二次架装等の不正受検への対応ということに引き続き能力向上が必要

であるとか、あるいは高度化施設の運用をしっかりすべきこと、あるいは先ほども説明しました

人身事故対策を継続的に実施するといったような課題を列記させていただいております。 

 それから、その下に、その他というのがございます。これは前にもありますが、総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会からの指摘に対応した評価になっているかということの確認のデー

タでございます。 

 これは、次のページにございますけれども、過去の指摘を踏まえた取組になっているかなどの

項目になっています。過去の指摘というのはこの右欄、評価に当たって実施状況をきちんと明ら

かにした上で評価を行うべきというのがありますけれども、これは、先ほどの自己評価の中でも

評価の根拠というのはきちんと書かせていただいておりまして、適切に対応できているのではな

いかと思っております。そういったことが確認として書かれておりまして、結論から言いますと、

これは適切に対応できているという整理をいたしましております。 

 元に戻りますけど、２３ページの総合評価ですが、一番下の総合評定というところは、総合的

な勘案ということで、全体ではＡという形ではないかと自己評価ではさせていただいているとこ

ろでございます。 

 長くなりましたけれども、説明は以上でございます。 

（友永分科会長） ありがとうございました。これまでの検査法人の業務実績の説明について、

監事からご発言はありますでしょうか。 

（小西監事） ただ今の説明につきまして、監事の方から意見はございません。 

（友永分科会長） ありがとうございました。それでは、これまでの業務実績についての説明に

関しまして、ご質問があればお願いいたします。また、全体を通じてのご質問等があれば、併せ

てお願いをいたします。 

（委員） 評価委員の○○でございます。直接評価とかかわるわけではないし、また、国交省へ

のご質問でもあるんですが。盗難車両対策への貢献ということで、改造を見つけていただいてい

るということなんですが、これは当然車検証の改ざんも伴っているんですよね。どうなんでしょ

うか、現場としては。 

（塩田整備課長補佐） 国交省の方から申し上げますと、一般的に車検証を改ざんするというの

はほとんどないということだと思います。車の方を直してしまう。そちらの方が簡単といっては

あれですけれども、車検証はいろんな偽造防止対策を講じてありますので、車検証自体の改ざん

というのはなくて、車検証に合わせてしまうんですね、違う車ですから。盗難車を盗難車でない

ように見える。実際に存在する自分の車の車台番号に付け変えてしまうということですよね。人

の車を盗んでくるわけですから。ですから、車検証の方は正しいものなんですね。 

（委員） 車検証は正しくて。それに合わせた車台番号に直しちゃうということですか。 
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（塩田整備課長補佐） そうです。そういう手口が一般的です。 

（江坂整備課長） このため、車台番号の改ざんを見つけるということが盗難車防止では非常に

重要でございまして、検査法人はその改ざんの発見に多大な貢献をしているというふうに伺って

おります。 

（委員） 国交省に通報があった場合、それは警察にフィードバックされているんでしょうか。 

（塩田整備課長補佐） 改ざんがある場合には、その都度、警察の方に通報しております。 

（友永分科会長） ほかにありますか。 

 それでは、私の方から質問をさせていただきます。資料１６－３の１の（１）の①、Ｓ評価と

された部分ですけれども。先ほどのご説明で少しＳ評価の理由が見えてきたかなという。ただ、

ここの評定理由のところに書かれていることというのは、平成２５年度計画でやろうとしたこと

ができました、と書いてあるだけなんですね。そこで、先ほど来のご説明で言えば、その成果物

が非常に優秀で、もっとそれをグレードアップしてやっていけるんだとか、そういう話が少し入

ってきましたので、そういう意味ではそこら辺は評価してもいいのかなという気はいたしますけ

ど、もう少しそこら辺の事情を教えていただきたいんですけど。 

（西本企画部長） 申し訳ありません。そういった意識が十分ではなく、そういった意味で評定

理由が十分に書けていなかったということはご指摘のとおりでございます。 

 ただ、Ｓ評価とさせていただいたのは、成果が想定以上だったというのは事実でございまして。

先ほど申しましたように、審査事務規程本体に入れるというところは、途中から可能性が出てき

たというところがございますし、他の資料なども、もともとは検査部の目標で、検査部管内で使

う資料ですとか、自主的に取組むことでモチベーションアップしようというのが当初の意図だっ

たわけですけれども、成果が思いのほかあがり、ぎりぎりの体制の中で頑張っていたのではない

かと、自分で言うのも何ですが、頑張っていただいて、その成果が相当に出たということがＳ評

価となるのではないかと考えた理由でございます。 

（友永分科会長） もう１つ、小田理事の方のご説明でも軽自動車協会ですか、軽自動車の方で

も使えるというような、そこら辺は具体的に向こうが使おうとしているとか、何らかの評価をし

ているとか、そういうことはおありになるんでしょうか。 

（小田理事） 審査事務規程を作りますと、自動的に軽自動車検査協会や整備工場でも使われる

ことになりますので、彼らが意図するしないにかかわらず、そこに盛り込んだものは、そのまま

即現場で使われるということになります。 

（友永分科会長） 何らかの反響があったとか、そういうことではないんですね。 

（西本企画部長） 実は、審査事務規程の改正は今準備中でございまして、盛り込んで改正をし

たというところまでには至っておりません。そういう意味で、まだ反響という段階までは至って

おりません。 

（友永分科会長） 分かりました。ありがとうございました。 

 ほかにどなたか。 

（委員） 最近、テレビのコマーシャルで、自動車のブレーキが自動的にかかるというのがしょ
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っちゅう流れてますけど、あれも審査の対象に含まれてくるんでしょうか。 

（西本企画部長） はい。まだ新しい基準で、最近普及してきたものではあるかと思いますが、

装置が本当にきちんと作動するか。当然、新車の時点での作動は、審査基準がきちんとできてい

ると思います。それが経年変化でどう変化するかと。あるいは作動しない、ひょっとしたらそれ

が悪さをするのではないかといった懸念もないわけではありません。 

 まだ事故事例があるというわけではないですけれども、そういった事故が起きてからでは遅い

ので、そういった新しい機能に対して、検査の段階で、３年、５年後で何をチェックすべきかと

いうことは、勉強を始めております。不具合事例をいろいろ研究しなければならないということ

で慎重にやる必要はありますけれども、当然、私ども、検査の段階で何が必要かという認識は持

っておりまして、その点については勉強をしているところでございます。 

（友永分科会長） どうぞ。 

（委員） ○○でございます。先ほどお話があった、自動的にブレーキがかかる車を、私も２０

年以上研究しておりますので、何かご相談があればご協力させていただきます。 

 これはさておきまして。基本的なところでございますけれども、評価基準はすべて中期目標に

対してどうかというのが評価基準ということで理解しておりまして、そういうところで評定を私

も付けさせてもらっているんですけれども。 

 理由が、中期目標のところもあれば、２５年に対してどうだったからというところもございま

して。特に、例えば１４ページの不正改造車の街頭検査の強化につきましては、これは２５年度

の目標について、目標値が１３．６％上回っているということでＳということでありましたので、

こういうものも、例えば中期目標に対して昨年度から見るとどうかというふうなところではいか

がなんでしょうか。 

（西本企画部長） 昨年度と比較をするという観点から見ますと、特に新しいことが大きく始ま

ったということではございません。そういう意味では昨年度のレベルを維持しているといいます

か、台数的には若干下がっているのは事実でございます。ただ、中期目標の目標レベルを上回る

レベルを維持し続けているところを自己評価としてＳ評価とさせていただいたところでござい

ます。 

（委員） はい、分かりました。 

（友永分科会長） どうぞ。 

（委員） 私も、実は別の検討会なんですが、内閣官房の方で自動運転の検討もしていて、かな

り目標の日程がわりと近いんですよね。日本の場合は２０２０年くらいに一旦目標が置かれると

いうことで。自動運転までなると、例えばブレーキだけではなくてステアリングの操舵ですね、

そういったところの検証なんかも出てきて、かなり設備に投資をしなければならないという段階

に来るのかなというふうに思っていて。 

 まず、設備まで見直さなければならないような高度な検証というのを車検として入れていこう

としているのかどうか、その検討もしなくちゃいけないと思うんですけど。今回の評価には直接

はかかわりはないんですけれども、今お話に出たので、どういった状況なのか。あるいは現状が
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オプションとして設定されているというものなので、車検の基本性能と実はちょっと違うと思わ

れる方もいらっしゃるし、曲がる、止まるに入る部分でもあるので、基本性能に近いと考えられ

る方もいると思うんですね。なので、たぶんそういったところも検討するために勉強されている

と思うんですけれども、ただ、あまりにも行う年限が近いので、どういったお考えで検討されて

いるのかということを。 

 また、高度な試験と同じ項目になるんですけど、今回、燃料電池の継続検査のところで、実は

車両のところに関してはかなり万全だなと思って、この資料を下さいということで前回お願いし

て、出していただいたんですが。万全だなと思うのと同時に、実はガス漏れの場合、しまってい

る車庫の問題の方が爆発とかに影響するんですよね。なので、燃料電池になった場合に車両問題

だけではなくて、個人の管理の方にまで実は影響が出てくるので、これは車検の範囲ではないと

は思うんですが、一体誰が管理するのかというのが見えないので、警告をするとかも含めて、何

かお考えがあるのか、お聞かせください。 

（西本企画部長） まず、第１点目の方の自動運転とか、そういった新技術への対応というのは、

先ほども申し上げましたように、今まさに勉強中でございます。 

 先ほどのお話にあったように、オプションだからということはなく、オプションであっても基

準は必要と考えております。基準の作り方としては２つあり、新車基準で必ずこれを装備しなけ

ればいけない、それはこうでなければいけないという基準の作り方もあれば、オプションで装備

する場合にはこうでなければいけないという基準の作り方もございます。そういった両面から作

られた新車基準があれば、その機能維持ができているかということをチェックする必要は当然あ

るだろうと思っております。 

 逆に、新車基準では一定の性能を確認していますが、今度は、検査というのは、機能が維持さ

れていることですので、一旦はそういったものができあがった。それが経年変化でどう影響する

かという部分のチェックでございますので、検査で新車基準レベルの検査が必要なのかどうか、

これは必ずしもそうではない。ただ、変化する部分は見なければいけない。それが何かというと

ころは勉強のしどころでございます。そこの時点に、どういった機器が必要になってくるかとい

うところで、先ほどご指摘があったように費用がかかってくるかどうかということがかかわって

きます。 

 まだ勉強中ですので、現状がどういった状況かを申し上げるところには至っておりませんが、

そんな状況というふうに考えております。 

（江坂整備課長） 川端委員からご指摘がありました新技術への対応でございますけれども、非

常に大事なことだと思っております。 

 基本的には、被害軽減ブレーキ、自動ブレーキのようなものですね、ユーザが信頼をして運転

するわけですから、それに何か異常があった場合にはその安全性が低下するということで、好ま

しくないわけでございます。このため、検査の際には実態としては警告ランプで機能の確認をし

ています。何か異常が発生した場合には、運転席に警告ランプがつきますので、警告ランプがつ

いた場合には、審査保留として装置の状態を確認してくださいということをお願いし、それで最
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低限の安全性の確保はしていると思います。 

 ただ、整備課といたしましては、将来、安全の電子装置についても検査の充実をさせていかな

ければいけないと思っております。いわゆる安全ＯＢＤという議論がいろんなところでされてお

りますが、そういった車載システムによりスキャンツールなども活用して、電子的な装置の状況

を確認し、それに基づいて適合性を評価するようなことも、将来的には導入していかなきゃいけ

ないんだろうと思っております。 

 あと、ご指摘のあった燃料電池自動車の水素漏れの問題でございますが、基本的には水素漏れ

があってはいけないということで、かなり車両の方で厳格に対応し、水素漏れ防止の警報装置の

義務付けもしておりますので、基本的には漏れはないということが前提になっていると思います。

ただし、これは、もしかしたら、国土交通省の中でも別の部局、住宅局などの関係になるかもし

れませんけれども、燃料電池自動車を大量に駐車するようなスペースについては、やはり水素を

逃がすような機構についても、ベンチレーションとかですね、そういうような構造についても検

討していくべきだと思われますので、今のご指摘につきましては燃料電池自動車の基準を担当し

ております、他の課の技術政策課にも私からお伝えいたしまして、こういうご懸念の声があった

ということを、技政課を通じて、住宅局等の担当部署にお伝えするようにしたいと思っておりま

す。 

 あと、先ほど○○委員からご指摘のありました評価の視点でございますけれども、基本的には

今日の評価は、２５年度の年度目標に対する実績がどうであったかという視点で評価をお願いし

たいと思っております。中期目標に対する評価については、最終年度の２７年度の評価におきま

して、中期目標全体の５年間を通じた評価をお願いしておりますので、またよろしくお願いいた

します。 

（委員） はい。 

（委員） 追加なんですけれども。ヨーロッパの基準としては別に義務付けしていないんですけ

ど、ユーロＮＣＡＰが今年からファイブスターを取るために自動ブレーキが付いているか、付い

ていないかという評価項目が出て、付いているだけで１０点プラスで、付いていないとどんな、

自動ブレーキといっても実はかなり設備に差があるんですけれども、高度な自動ブレーキじゃな

くて簡単な自動ブレーキでも付いていれば１０点が付くし、付いていなければ０点ということで、

たぶんヨーロッパではほぼ標準化されていくんですね。 

 そうなった場合、日本車メーカーも日本市場だけが中心ではなくて、例えば日産だって日本は

十何パーセントという状況ですので、ヨーロッパを基準とした場合に、たぶん日本でも標準的な

装備になっていくというのが次のステップとしてあるので、たぶん勉強されていることというの

はそのまま活かされていくのではないかなと思うので、是非期待しております。 

（友永分科会長） ご質問の方はこれくらいでよろしいでしょうか。時間がちょっと押しており

ますので。 

 それでは、これより評価の審議に入ってまいりたいと思います。この後の評価の時間は、検査

法人にはご退出をお願いいたします。また評価の審議終了後に入室していただきます。よろしく
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お願いいたします。 

（法人退室） 

（友永分科会長） それでは、このまま続けさせていただきたいと思います。事務局より事前評

価の集計結果を簡単にご説明いただきたいと思います。 

（塩田整備課長補佐） 事前に各委員の皆様方からご提出いただきました、評価の委員全員分の

集計結果をお手元に委員限りの資料として配布してございます。 

 集計結果としましては、全体の中では５項目が委員全員一致の評価とはなってございません。

１ページ目の一番上の１の（１）の①、１つ置きまして③。下の方に行きまして、（３）の①、

（４）の①のアと、２ページ目の（５）の①の５項目でございます。 

 なお、本日の検査法人からの説明・質疑等を踏まえまして、評価項目によっては事前評価の結

果を変更されることもあろうかと思いますので、評価項目ごとに順に改めてご評価をご審議いた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（友永分科会長） それでは、事前評価の集計結果をもとに各評価項目の評定を行います。ただ

今、事務局からありましたとおり、項目順に、お手元の集計結果表にある事前評価を変更される

場合にはその都度ご発言をお願いいたします。 

 なお、時間の都合もありますので、変更後の最新の事前評価について各委員の事前評価が不一

致である項目を中心に議論したいと思います。 

 先ほどありました５項目以外の部分については、各委員とも同一評価でございますので、この

項目はその評価ということにしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 では、そういたしまして、評価が全員不一致の項目について、まず最初の１の（１）の①でご

ざいますけれども、Ｓ評価が３名、Ａ評価が２名ということで、割れております。これについて

ご意見をそれぞれ、コメントが入っていらっしゃる委員もございますが、今の法人の方の説明を

聞いて変えてもいいという方がいらっしゃったらご発言をお願いします。 

（委員） では、Ａ評価をした○○の方から。たぶん、これ、友永先生と同じ印象を持ったので。

事前に見せていただいたもので見ると、２４年の結果と対して違わないし、２５年度計画のとこ

ろで審査事務規程の見直しとか研修・教育の充実とか検査の高度化と、項目を挙げたくらいしか、

２４年度と違いがなかったので、なんでＳ評価になるのかなというのがいまいち見えなかったん

ですね。 

 そこのところは今日のご説明で、特に審査事務規程の見直しのところで、大変分かりやすい審

査事務規程になって、利用者が利用しやすいものになったんだというご説明で、それなら、Ｓに

してもいいのかなと。これは特段あれはございませんので、友永先生のご意見に従います。 

（友永分科会長） 私も、そこら辺の書きぶりがあまりにも漠然としているものですから、Ａに

しておいて質問をしようかなということでございましたので、それでは、私と○○先生はＳに宗

旨替えをいたしますので、この評定はＳということにいたします。 

 続きまして、③の不当要求防止対策の件でございます。これはＳが２、Ａが３ということでご

ざいますけれども、いかがでしょうか。 
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（委員） 私、Ｓだったんですが、やっぱり特段、去年に比べて目覚ましくさらに工夫したとい

うのがないように思うので、数は減っていますけれども、同じカーブですから、過去の影響がラ

ッキーにも出続けていると考えたときに、Ｓはちょっと褒めすぎかなと思います。 

（友永分科会長） 私がＳにしたのは、やはりこういう不断の努力というのは大変なことだろう

と思うんですね。今、あちこちで、鉄道の駅なんかで暴力事件が起こっていますけれども、そう

いった傾向がどんどん高まっている中で、職場を守るといいますか、そこら辺で団結してやらな

きゃいけないという側面があって。かつ減っているということも、小さくなった数字をさらに減

らすというのはかなり難しい点だと思いますので、そういう意味でＳにして、ちょっと未練はあ

るんですけれども。 

 私は、そういった努力については評価するということを付言していただくなら、皆様のやって

いることは同じじゃないかというのは事実そうなので。ただ、やっぱりそういうことは緩めちゃ

いけないことで。というところはあるのでね。 

 それから、付け加えるとすれば、整備工場はかなり減りましたけど、それ以外ですよね。一般

の人が来る、代理とか本人とか、そこら辺はこれからどうするのというと、減らすのもかなり難

しいところまで来ていると思うので、そこへの新たな対応を考えていただくというようなことも

付記していただいて、Ａというのはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、これはＡ評価ということにいたします。 

 続きまして、（３）の①受検者の事故防止対策の実施ということなんですが、これは、法人が

Ｂ評価で、大体それで行っているんですけれども、○○先生がＡ評価ということで。 

（委員） Ａ評価にいたしましたのは、中期目標に対しては、この調子で行けば着実に実施でき

るという判断でＡに上げたんですけれども、先ほどのお話で平成２５年度ということであれば、

これは法人さんのとおりＢ評価が妥当かと思いますので、Ｂに変更いたします。 

（友永分科会長） ありがとうございます。 

 それでは、（３）の①についてはＢ評価ということで決定でございます。 

 それから、一番下の不正改造の街頭検査の件です。これも○○先生だけＡ評価ということなん

ですが、いかがでございましょうか。 

（委員） これも昨年度と比べると件数が減っておりましたので、それで努力はされているんで

すけれども、Ａ評価の方が妥当かなと思ったんですが、単年度評価ということであれば、これも

先ほどと同じ理由でＳ評価に変えさせていただきます。 

（委員） 私も、今おっしゃったように、今後の努力というのを付記した方がいいと思うんです

ね。やっていることがあまり変わらないのは変わらないので。中間評価を考えると同じことと。

たぶんいたちごっこにもうなっているので、何か新たな取組を考えていただきたいというのは、

付記していただきたいと思います。 

（友永分科会長） 何か具体的なご提案はありますか。こういうことをしたらいいんじゃないか

とか。 

（委員） 逃げている人たちというのは、ツイッターとかフェイスブックでどこどこに出没とか
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というふうにやって、大変失礼なんですけどゲームになっているところもあるんです、若い人に

とって。オートサロンをやっている会社もよく知っていて、昔ほど煽らないですけど、そういう

若者がちょっと反抗しているコミュニティみたいなものがある中で、とはいえ、安全にかかわる

ほどの改造も相当あるので、それを摘発するというのは警察と組んでやっていくというのは、非

常にいいことです。若年のドライバーが特に多いので、それも含めて、そういう指導はしていく

べきだと思うんですね。 

 ただ、同時に、それをちょっと楽しんでいる要素も出てきていて、今ＳＮＳとかをやっている

のを考えると、そういうところまで入り込んで対策をしていくか、ではないかなとは思います。 

 ただ、コツコツと指導するという日々の努力が必要なので、Ａもつけようかなとは悩んだんで

すけど、これをＳにしてたゆまぬ努力をしていただかないと、常に若い人が新人ドライバーとし

て入ってきて、その一部はこういったことを、ちょっと反逆精神で楽しんで、事故らない程度の

楽しい遊びだと思っている人もいるので。なので、ちょっとバランスが難しいんですけど、いわ

ゆるネット上での対策が何か必要かなと思います。 

（友永分科会長） そういった事項について付記をさせていただくということにいたしましょう

か。やはりこういう抑止力として働かせるというのは非常に重要だと思いますので、是非お願い

いたします。 

 それでは、次のページの（５）の①、リコールの関係で。これも○○先生が。 

（委員） 私はメーカーにも勤務しておりましたので、リコールは非常に大変なことですので、

それが４件も結び付いたというのはすばらしいと思いましたので、それでＳにいたしました。こ

れは他の先生のご意見がどうかということだけでございますので、よろしくお願いいたします。 

（友永分科会長） 特に付記しておきたいならば、そういうことも可能ですから、そこら辺は評

価できるということを。評価はＡであってもですね。 

（委員） なるほど。そうであれば、Ａ評価でこのレベルというか、この調子で頑張っていただ

くようにということで。 

（友永分科会長） というような付記をしていただくということで、まとめさせていただきます。 

（委員） 実は、私も少し考えたんですけど。Ｓ評価をするには個人のスキルによっているなと

思ったんですよね。なので、熟練の人たちが今どんどん定年退職していく中で、それを若手に継

承していくであったりとか、人間同士の継承ではなくて、もう少し数値化していくような、そう

いう努力が入ればＳでいいかなと思いながら、実はいつもこれすごく評価したいんですけど、職

人技みたいなところに依存しているので、そこを何かもし付記していただけると、努力していた

だけるかなとは。 

（友永分科会長） そこら辺も入れていただければ、なかなかいいコメントになると思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 項目別につきましては今の取りまとめでよろしいですね。 

 それでは、続きまして、記述式の総合評価及び総合評定に移らせていただきます。 

 今までの議論を踏まえまして、総合評価の文章について何かコメントはございますでしょうか。
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今、付記するというご意見が出た部分については加味していただけますね。 

（江坂整備課長） はい、そのように検討させていただきます。 

（委員） 唯一、１つ付いているＢが事故防止というところですね。確かに全体の件数から見た

場合に、この事故の件数というのが多いかどうかは分からない。これくらいは出てしまうのかも

しれませんけれども、それに対してどうするのかという、今までの対策ぶりなんかを読んでいる

と、今まで考えたところはもうやっちゃって、あとはそれを徹底、徹底みたいなところでですね。

でも、このままだったら全然減らないと思う、これ以上は。なので、もうちょっと抜本的なこと

をしないと減らないということと。あと、普通の工場とか普通の会社じゃなくて、事故防止のた

めの自動車検査の会社なんだから、そこで事故を出したらしゃれにならないですよね。だから、

やっぱりそこら辺をもっと真剣に捉えて、ゼロを目指すみたいな感じに、ここだけは意識してほ

しいなと思う。強く指摘しておきたいと思います。 

（友永分科会長） さらに継続的にということですよね。努力を重ねてほしいということを入れ

ていただくと。 

（委員） はい。 

（委員） 実際、拝見してみると、施設の問題なんだと思うんですね。なので、人間の努力でや

れるところはほとんどつぶしましたよという気持ちが、たぶん独法さんにもあるかなと思って、

いつも、ここ、心苦しく評価しているんですけど。 

（委員） でも、やっぱり目を付けられてもいいから、施設の予算要求なり何なりをすべきです

よね。 

（委員） そうですね。予算要求だと思いますね。あまりにもすごかったので。ドイツのＶＤＡ

の車検を見てきたんですけど、人間が降りるところで車がクロスするというのはありえない、動

線上、人間が歩いているところを車が通るというのはありえない仕組みになっていて、それさえ

なければ、わりとドイツの方が一人一人のスキルがあるというわけではなかったので、そう考え

ると、やっぱり施設の問題かなというふうにも思います。 

（委員） ハード面だというところを、むしろはっきり。 

（委員） そこを強調するくらいでもいいかもしれません。 

（友永分科会長） そこについても少しずつ、更新工事のときに取り入れていただけているよう

に記載があると思うんですが、そこにも十分配慮しながらということでまとめていただければと

思います。 

 全体評価はＡということで、ここは変わりなしでよろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

 これで審議は終了させていただきたいと思います。評価調書の作成について、皆様のご意見等

を踏まえ、評価理由や意見を記載したいと思いますが、最終的な取りまとめは、分科会長の私に

一任していただくということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

（友永分科会長） ありがとうございます。 
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（江坂整備課長） ご指摘もありましたけれども、Ｓを付けたところは、確かに説明が足りない

とか、こういうところがすばらしかったという売りが少し弱かったように思いますので、私の方

からも検査法人に対して、もう少し最初の資料からそういうことをきちんと考慮して作るように

しなさいということは指導するようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（法人入室） 

（友永分科会長） それでは、評価結果をお伝えいたします。独法自己評価結果と異なる点のみ

お話をさせていただきます。 

 いろいろと議論をした上で大体まとまりまして、１の（１）の③の「不当要求防止対策の充実」

というところですが、ここにつきましてはずっとたゆまぬ努力をしてらっしゃることは理解でき

るんですが、そこのところで、Ｓ評価というのは継続的に実施している中で、こうした状況にな

っているというところでは特に新しいことをやったわけではないという部分もあるというよう

なところで、Ｓ評価というよりもやはりＡだろうということに最終的にはなりました。 

 ただ、独法さんの方でたゆまぬ努力をしてらっしゃるということは十分分かっておりますので、

そこら辺で組織的に一丸となって対応していくということの重要性については、今後も継続して

やっていただくと。それから、不当要求をしてくる、検査工場ではない一般の人とかそこら辺は、

これから減少させるのはなかなか難しいというようなところまで来ていると思いますので、何ら

かの手を考えていただくというようなことも付記させていただきたいと思っております。 

 それ以外の項目につきましては、検査法人が評価したものと私どもの評価は一致をいたしてお

ります。以上でございます。 

（塩田整備課長補佐） どうもありがとうございました。本日の分科会の結果の取扱いですが、

国土交通省独立行政法人評価委員会運営規則にのっとりまして、年度評価については、後日、友

永分科会長より国土交通省独立行政法人評価委員会 家田委員長にご報告いただき、ご了承いた

だいた後に、評価委員会として確定するという運びになっております。 

 本日は、長時間かつご熱心なご審議をありがとうございました。 

 以上をもちまして、「国土交通省独立行政法人評価委員会第１６回自動車検査分科会」を終了

させていただきます。ありがとうございました。 

 


